
 

 防衛省仕様書改正票 Ｄ Ｓ Ｐ 
 

  Ｋ １０２３Ｃ（４）  

 
 融 氷 液 

 

制定 昭和６２年 ３月２３日 

  
 改正 令和 ３年１１月２９日 

（ＡＮＴＩ－ＩＣＩＮＧ ＦＬＵＩＤ） 

 

この改正票は，ＤＳＰ Ｋ １０２３Ｃ（融氷液）についてのものであり，ＤＳＰ 

Ｋ １０２３Ｃ（３）を含め累積記載されている。この改正票はＤＳＰ Ｋ １０２

３Ｃと併用される。 

 

1.2 中 表１ を次のように改める。 

表１－製品の呼び方 

製品の呼び方 物 品 番 号 納入区分 

融氷液２種 

６８５０－４２７－７８０６－５ バルク 

６８５０－４０５－５７６５－５ ドラム 

 

1.3 a) 中 “ＪＩＳ Ｋ １５５７ ポリウレタン用ポリエーテル試験方法” を “ＪＩＳ Ｋ １５５７－５ プラス

チック－ポリウレタン原料ポリオール試験方法－第５部：色数，粘度，酸価及びｐＨの求め方”に改める。 

 

1.3 a) 中 “ＪＩＳ Ｈ ８６５１ マグネシウム合金防食処理方法” を削除し， “ＳＡＥ ＡＭＳ ４３７７ Ｓｈｅ 

eｔ Ａｎｄ Ｐｌａｔｅ，Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ Ａｌｌｏｙ ３．０Ａｌ－１．０Ｚｎ－０．２０Ｍｎ（ＡＺ３１Ｂ－Ｈ２４）Ｃｏｌｄ Ｒｏｌｌｅｄ，Ｐａｒｔｉａｌｌｙ Ａｎｎｅａｌｅ 

ｄ” の次に “ＳＡＥ ＡＭＳ－Ｍ－３１７１Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ Ａｌｌｏｙ，Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ ｆｏｒ Ｐｒｅｔｒｅａｔｍｅｎｔ ａｎｄ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ  

ｏｆ Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ ｏｎ” を追加する。 

 

4.3 を次のように改める。 

4.3 納入単位 

納入単位は，２０℃における容量（Ｌ）とする。ただし，バルク調達のうちタンクローリーで納入する場合は，特に指定しない限

り，温度換算は行わないものとする。 

 

付表２－製品の品質 中 項目色の試験方法 “ＪＩＳ Ｋ １５５７による。” を “ＪＩＳ Ｋ １５５７－５によ

る。” に改める。 

 

附属書Ｆ F.5 表Ｆ．１ 中 “（ＪＩＳ Ｈ ８６５１の１種ＭＸ１処理）” を “（ＳＡＥ ＡＭＳ－Ｍ－３１７１ 

ＴｙｐｅⅠ）” に改める。 

 

原案作成部課等名 を次のとおり改める。 

原案作成部課等名：航空自衛隊 補給本部需品部 
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制定 昭和６２． ３．２３ 

改正 平成１９．１２．２１ 

（ANTI-ICING FLUID） 

 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，航空機の機体の表面などにおける氷や霜の形成を防止するために用いる融氷液について規定する。 

1.2 製品の呼び方 

製品の呼び方は，表１による。 

表１－種類 

製品の呼び方 物   品   番   号 

融氷液２種 ６８５０－４０５－５７６５－５ 

1.3 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又

は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

ＪＩＳ Ｇ ３１４１ 冷間圧延鋼板及び鋼帯  

ＪＩＳ Ｈ ４０００ アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条  

ＪＩＳ Ｈ ４２０１ マグネシウム合金板及び条  

ＪＩＳ Ｈ ６２０１ 化学分析用白金るつぼ  

ＪＩＳ Ｈ ８６０１ アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜  

ＪＩＳ Ｈ ８６１１ 電気カドミウムめっき  

ＪＩＳ Ｈ ８６５１ マグネシウム合金防食処理方法  

ＪＩＳ Ｋ ００６１ 化学製品の密度及び比重測定方法  

ＪＩＳ Ｋ ００６８ 化学製品の水分測定方法 

ＪＩＳ Ｋ １５２２ イソプロピルアルコール（イソプロパノール） 

ＪＩＳ Ｋ １５５７ ポリウレタン用ポリエーテル試験方法  

ＪＩＳ Ｋ ２２０１ 工業ガソリン  

ＪＩＳ Ｋ ２２５１ 原油及び石油製品－試料採取方法  

ＪＩＳ Ｋ ２２６５－４ 引火点の求め方－第４部： クリーブランド開放法 

ＪＩＳ Ｋ ２２６９ 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法  

ＪＩＳ Ｋ ２８３９ 石油類試験用ガラス器具 

ＪＩＳ Ｋ ８００１ 試薬試験方法通則  

ＪＩＳ Ｋ ８０８５ アンモニア水（試薬）  

ＪＩＳ Ｋ ８１０２ エタノール（９５）（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８１８０ 塩酸（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８３２２ クロロホルム（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８５２１ しゅう酸アンモニウム一水和物（試薬） 
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ＪＩＳ Ｋ ８５４１ 硝酸（試薬）  

ＪＩＳ Ｋ ８５５０ 硝酸銀（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８６３７ チオ硫酸ナトリウム五水和物（試薬）  

ＪＩＳ Ｋ ８６５９ でんぷん（溶性）（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８８９６ メチルレッド（試薬）  

ＪＩＳ Ｋ ８８９７ メチレンブルー（試薬）  

ＪＩＳ Ｋ ８９１３ よう化カリウム（試薬）  

ＪＩＳ Ｋ ８９５１ 硫酸（試薬）  

ＪＩＳ Ｐ ３８０１ ろ紙（化学分析用）  

ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則   

ＡＳＴＭ  Ｂ ９０／Ｂ ９０Ｍ－９８ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ－Ａｌｌｏｙ Ｓｈｅｅｔ ａｎｄ Ｐｌａｔｅ 

ＳＡＥ ＡＭＳ－ＱＱ－Ａ－２５０／４ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ａｌｌｏｙ ２０２４，Ｐｌａｔｅ Ａｎｄ Ｓｈｅｅｔ 

ＳＡＥ ＡＭＳ－ＱＱ－Ａ－２５０／５ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ａｌｌｏｙ Ａｌｃｌａｄ ２０２４，Ｐｌａｔｅ Ａｎｄ Ｓｈｅｅｔ 

ＳＡＥ ＡＭＳ－ＱＱ－Ａ－２５０／１３ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ａｌｌｏｙ Ａｌｃｌａｄ ７０７５，Ｐｌａｔｅ Ａｎｄ Ｓｈｅｅｔ 

ＳＡＥ ＡＭＳ ４０４１ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ａｌｌｏｙ，Ａｌｃｌａｄ Ｓｈｅｅｔ ａｎｄ Ｐｌａｔｅ ４．４Ｃｕ - １．５Ｍｇ - ０．６０Ｍｎ Ａｌｃｌａ  

２０２４ ａｎｄ １-1/2％ Ａｌｃｌａｄ ２０２４， - Ｔ３ Ｆｌａｔ Ｓｈｅｅｔ； １-1/2％ Ａｌｃｌａｄ ２０２４ - 

Ｔ３５１ Ｐｌａｔｅ 

ＳＡＥ ＡＭＳ ４０４９ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ａｌｌｏｙ， Ｓｈｅｅｔ ａｎｄ Ｐｌａｔｅ Ａｌｃｌａｄ  ５．６Ｚｎ - ２．５Ｍｇ - １．６ Ｃｕ - 

０．２３Ｃｒ（Ａｌｃｌａｄ ７０７５；-Ｔ６ Ｓｈｅｅｔ-Ｔ６５１ Ｐｌａｔｅ）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔiｏｎ Ｈｅａ

ｔＴｒｅａｔｅｄ  
ＳＡＥ ＡＭＳ ４３７６ Ｐｌａｔｅ，Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ Ａｌｌｏｙ  ３．０ Ａｌ － １．０Ｚｎ - ０．２０Ｍｎ（ＡＺ３１Ｂ-Ｈ２６ ） 

Ｃｏｌｄ Ｒｏｌｌｅｄ ａｎｄ Ｐａｒｔｉａｌｌｙ Ａｎｎｅａｌｅｄ 

ＳＡＥ ＡＭＳ ４３７７ Ｓｈｅｅｔ Ａｎｄ Ｐｌａｔｅ，Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ Ａｌｌｏｙ  ３．０ Ａｌ － １．０Ｚｎ - ０．２０  Ｍｎ 

（ＡＺ３１Ｂ-Ｈ２４）Ｃｏｌｄ Ｒｏｌｌｅｄ，Ｐａｒｔｉａｌｌｙ Ａｎｎｅａｌｅｄ 

ＳＡＥ－ＡＭＳ－Ｔ－９０４６ Ｔｉｔａｎｉｕｍ ａｎｄ Ｔｉｔａｎｉｕｍ Ａｌｌｏｙ，Ｓｈｅｅｔ，Ｓｔｒｉｐ，ａｎｄ Ｐｌａｔｅ 

ｂ) 仕様書 

ＤＳＰ Ｚ １００２ 鋼製ドラム，２００Ｌ 

 

2 製品に関する要求 

2.1 組成 

この融氷液の組成は，付表１による。１，２－グリコールは，体積でエチレングリコールが３，プロピレングリコールが１の混合比

とする。 

2.2 品質 

品質は，懸濁物を含まない均質な製品であって，付表１及び付表２による試験方法で試験したとき，付表１及び付表２の規

定に適合しなければならない。 

 

3 品質保証 

3.1 検査  

検査の項目及び方法は，付表１及び付表２による。 

3.2 試料採取方法  

検査のための試料採取方法は，ＪＩＳ Ｋ ２２５１による。 
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4 出荷条件 

4.1 容器 

容器は，ＤＳＰ Ｚ １００２に規定する鋼製ドラムとする。ただし，鋼製ペール缶等の容器とする場合は，調達要領指定

書による。 

なお，防衛省のドラムに入れて納入する場合は，所要の修理及び完全な洗浄を行い，その外面塗装は，ＤＳＰ Ｚ １００

２に規定する塗料，塗色とする。 

4.2 表示 
表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１による。ただし，陸上・海上・航空各自衛隊の標識は“防衛省”と替えて表示する。 

なお，調達要領指定書で容器を指定した場合は，併せて表示も指定することができる。 

4.3 納入単位 
納入単位は，２０℃における容量（Ｌ）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案作成部課等名：航空自衛隊 補給本部第１部 
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付表１－組成 

成    分 
規    定 

（質量％） 
試  験  方  法 

１，２－グリコール ８８．０ 以上 附属書Ａによる。 

水 ９．５±０．５ ＪＩＳ Ｋ ００６８による。 

第二りん酸カリウム １．０±０．１ 附属書Ｂによる。 

ソジウム ジ （２エチルヘキシル）サ

ルフォサクシネート 
０．５±０．０５ 附属書Ｃによる。 

   

付表２－製品の品質 

項    目 規    定 試  験  方  法 

アルカリ土類金属 
沈殿物がないこと。 

附属書Ｄによる。 

塩化物 附属書Ｅによる。 

腐 
食 
試 
験 

アルミニウム合金 腐食，変色がないこと。ただ

し，カドミウムめっき鋼とマグネ

シウム合金のわずかな脱色

は，判定外とする。 

附属書Ｆによる。 
マグネシウム合金 

チタン合金 

カドミウムめっき鋼 

引火点       ℃ １０１．７以上 ＪＩＳ Ｋ ２２６５－４ による。 

流 
動   
点 

℃ 

原液   

－５４以下 ＪＩＳ Ｋ ２２６９による。 

７０ Ｖ／Ｖ  ％ 溶液 

密度（２０℃）ｇ／ｃｍ３ 1.098～1.104 ＪＩＳ Ｋ ００６１による。 

色 １５以下 ＪＩＳ Ｋ １５５７による。 

エーテル 
含まない。 ― 

酢酸系溶剤 
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附属書 A 

（規定） 

1,2-グリコール分試験方法 
 

A.1 適用範囲 

この附属書は，融氷液の１，２－グリコール分試験方法について規定する。 

 

A.2 試験方法の概要 

融氷液中の１，２－グリコール分とメタ過よう素酸ナトリウムを反応させ，過剰のメタ過よう素酸ナトリウムをチオ硫酸ナトリウムで

滴定する。滴定に要した量を計算によって１，２－グリコール分％として算出する。 

 

A.3 器具 

器具は，次のとおりとする。 

a) 全量フラスコ  容量２５０ｍL，栓付き（スリガラス）のもの。 

b) メスシリンダー  容量１００ｍL のもの。 

c) ホールピペット  容量１０ｍL のもの。 

d) よう素フラスコ  容量５００ｍL，栓付き（スリガラス）のもの。 

e) ビューレット  容量５０ｍL，最小目盛０．１ｍL のもの。 

 

A.4 試薬  

試薬は，次のとおりとする。  

a) ０．４ｍｏｌ／L メタ過よう素酸ナトリウム  メタ過よう素酸ナトリウム１０．６ｇを蒸留水で１０００ｍL に希釈したもの。 

b) ０．２ｍｏｌ／Ｌチオ硫酸ナトリウム  ＪＩＳ Ｋ ８６３７に規定するチオ硫酸ナトリウム４９．６ｇを蒸留水で１０００ｍL に

希釈したもの。 

c) ３０％よう化カリウム  ＪＩＳ Ｋ ８９１３に規定するよう化カリウム３０ｇを蒸留水で１００ｍL に希釈したもの。 

d) ２０％硫酸  ＪＩＳ Ｋ ８９５１に規定する硫酸２０ｇを蒸留水８０ｇで希釈したもの。 

e) １％でんぷん  ＪＩＳ Ｋ ８６５９に規定するでんぷん１ｇを蒸留水１００ｍL に加え，十分に混合した後で溶解する

まで加温したもの。 

 

A.5 試験の手順  

試験の手順は，次のとおりとする。 

a) 融氷液３．５～４ｇを全量フラスコに採り，０．１ｍｇまで正確にひょう量する。蒸留水で正確に２５０ｍL の標線まで満 たし，十

分に混合する。 

b) この溶液からホールピペットで１０ｍL を採り，よう素フラスコに移す。０．４ｍｏｌ／L メタ過よう素酸ナトリウム５０ｍL を加え，

フラスコは栓をして混合物を反応させる。 

c) １時間後，蒸留水１５０ｍL を加え，続いて２０％硫酸２０ｍL 及び３０％よう化カリウム４０ｍL を添加する。ときどき振り混ぜて

１０分間反応させる。 

d) よう素フラスコの首及び側面を蒸留水ですすぐ。 

e) ０．２ｍｏｌ／L チオ硫酸ナトリウムで滴定し，液の色が淡黄色に変ったら１％でんぷん２ｍL を加え，液の青色が消失するま

で滴定を続ける。 

f) 空試験も，a)～d)の同様の操作を２回行う。 

 

A.6 計算  

１．２－グリコール分は，次の式によって算出する。 
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０．０３３×２５×（Ｂ－Ｓ）×Ｍ 

１，２－グリコール分 ％ ＝                      × １００ 

                                  Ｗ 

ここに Ｂ ＝ 空試験に要したチオ硫酸ナトリウム溶液のｍL（２つの空試験を行ったものの平均とする。） 

Ｓ ＝ 試料試験に要したチオ硫酸ナトリウム溶液のｍL  

Ｍ ＝ チオ硫酸ナトリウム溶液のモル濃度  

Ｗ ＝ 試料（融氷液）の質量ｇ 
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附属書Ｂ 

（規定） 

第二りん酸カリウム分試験方法 
 

B.1 適用範囲 

この附属書は，融氷液の第二りん酸カリウム分試験方法について規定する。 

 

B.2 試験方法の概要 

融氷液中の第二りん酸カリウム分を塩化マグネシウムと反応させ，生じたピロりん酸マグネシウムの沈殿の質量から計算によ

って第二りん酸カリウム分％を算出する。 

 

B.3 器具  

器具は，次のとおりとする。  

a) 全量フラスコ  容量１００ｍL，栓付き（スリガラス）のもの。 

b) メスシリンダー  容量５０ｍL のもの。 

c) 電気炉  １０００℃以上で加熱可能なもの。 

d) 白金るつぼ  ＪＩＳ Ｈ ６２０１に規定するもの。 

e) 定量分析用ろ紙  ＪＩＳ Ｐ ３８０１に規定するもの。 

 

B.4 試薬  

試薬は，次のとおりとする。  

a) マグネシア混液  ＪＩＳ Ｋ ８００１に規定するもの。 

b) メチルレッド指示薬  ＪＩＳ Ｋ ８８９６に規定するもの。 

c) ５０％塩酸  ＪＩＳ Ｋ ８１８０に規定する塩酸２５０ｍL を蒸留水で５００ｍL に希釈したもの。 

d) アンモニア水  ＪＩＳ Ｋ ８０８５に規定するもの。 

 

B.5 試験の手順  

試験の手順は，次のとおりとする。 

a) 融氷液２０ｇをひょう量びんに採り，０．１ｍｇまで正確にひょう量する。 

b) ひょう量した融氷液をコニカルビーカーに移し，蒸留水１００ｍL でひょう量びん内の試料を洗いだす。 

c) ５０％塩酸１０ｍL とマグネシア混液３０ｍL を加える。 

d) 混合溶液にメチルレッド指示薬を５～６滴加える。 

e) 液の色が赤色から黄色になるまでアンモニア水を加える。 

f) この溶液を５分間よく振り混ぜながら，更にアンモニア水１５ｍL を加え，４時間以上放置する。 

g) 生成した沈殿物を定量分析用ろ紙でろ過した後，あらかじめひょう量してある白金るつぼにろ紙ごと移す。 

h) 白金るつぼを１０００～１０５０℃の電気炉で恒量になるまで加熱を続ける。 

 

B.6 計算  

第二りん酸カリウム分は，次の式によって計算する。  
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１．５６５×Ｍ 

第二りん酸カリウム ％ ＝                × １００ 

                            Ｗ 

 

ここに Ｍ＝ピロりん酸マグネシウムの沈殿の質量ｇ 

Ｗ＝試料（融氷液）の質量ｇ 
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附属書Ｃ 

（規定） 

ソジウム ジ（２－エチルヘキシル） 
サルフォサクシネート分試験方法 

 
C.1 適用範囲  

この附属書は，融氷液のソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネート分試験方法について規定する。 

 

C.2 試験方法の概要  

融氷液中のソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネートを臭化セチルピリジウムと反応させ，水層とクロロホルム

層の青色の等しくなる点をもって臭化セチルピリジウムの消費量とし，計算によってソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォ

サクシネート分％を算出する。  

 

C.3 器具  

器具は，次のとおりとする。  

a) 全量フラスコ  容量１００ｍL，栓付き（スリガラス）のもの。  

b) メスシリンダー  容量５０ｍL のもの。 

c) ホールピペット  容量１０ｍL，最小目盛０．１ｍL のもの。 

d) ビューレット  容量５０ｍL，最小目盛０．１ｍL のもの。 

e) 油試料びん  ＪＩＳ Ｋ ２８３９に規定するもの。 

 

C.4 試薬  

試薬は，次のとおりとする。 

a) ソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネート溶液 

ソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネート０．８ｇを０．１ｍｇまでひょう量し，蒸留水で２５０ｍＬに希釈したも

の。 

b) メチレンブルー溶液  

ＪＩＳ Ｋ ８８９７に規定するメチレンブルー０．０５０±０．００５ｇをひょう量し，蒸留水で完全に溶解させた後，更に

ＪＩＳ Ｋ ８９５１に規定する硫酸１０ｍL と無水硫酸ナトリウム５０ｇを加え完全に溶解させる。この溶液を蒸留水で１

０００ｍL に希釈したもの。 

c) ０．００５ｍｏｌ／L 臭化セチルピリジウム  

臭化セチルピリジウム２．５ｇを蒸留水で１０００ｍL に希釈したもの。 

 

C.5 試験の手順  

試験の手順は，次のとおりとする。 

a) 融氷液１５０ｇを全量フラスコに採り，０．１ｇまでひょう量し，蒸留水で２５０ｍL に希釈する。 

b) ホールピペットで１０ｍL を油試料びんに採る。次にメチレンブルー溶液２０ｍL とＪＩＳ Ｋ ８３２２に規定するクロロ

ホルム２５ｍL を加える。これとは別にソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネート溶液１０ｍL についても同様に

行う。 

c) それぞれのびんに栓をし，数秒間激しく振り混ぜる。 
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d) それぞれのびんに０．００５ｍｏｌ／L 臭化セチルピリジウムを加え，クロロホルム層の青色が上層に移転し，上下の色が等しく

なるまで滴定を継続する。この操作は，はじめは１ｍL ずつ行い終点近くで一滴ずつ行う。 

 

C.6 計算  

ソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネート分は，次の式によって算出する。 

Ｗ１×Ｔ２ 

ソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネート分％＝           × １００ 

Ｗ２ ×Ｔ１ 

ここに Ｗ１ ＝ 標準溶液に用いた ソジウム ジ（２－エチルヘキシル）サルフォサクシネートの質量ｇ 

Ｗ２ ＝ 試料（融氷液）の質量ｇ 

Ｔ１ ＝ 標準溶液に要した臭化セチルピリジュウム溶液の量ｍL 

Ｔ２  ＝ 試料（融氷液）の溶液に要した臭化セチルピリジウム溶液の量ｍL 
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附属書 D  

（規定） 

アルカリ土類金属試験方法 
 

D.1 適用範囲  

この附属書は，融氷液のアルカリ土類金属試験方法について規定する。 

 

D.2 試験方法の概要  

融氷液にしゅう酸アンモニウムを加え，しゅう酸のアルカリ土類金属の沈殿の有無を検査する。 

 

D.3 器具  

器具は，次のとおりとする。  

a) 試験管 容量３０ｍL のもの。  

b) メスシリンダー 容量５０ｍL のもの。 

 

D.4 試薬  

試薬は，次のとおりとする。 

a) エチルアルコール  ＪＩＳ Ｋ ８１０２に規定するもの。 

b) アンモニア水  ＪＩＳ Ｋ ８０８５に規定するもの。 

c) ０．２５ｍｏｌ／L しゅう酸アンモニウム  ＪＩＳ Ｋ ８５２１に規定するしゅう酸アンモニウム２．５ｇを蒸留水で１０００ｍL

に希釈したもの。 

 

D.5 試験の手順  

試験の手順は，次のとおりとする。 

a) 融氷液１０ｍL を試験管に採り，エチルアルコール５ｍL を加えた後，アンモニア水をリトマスに対しアルカリ性となる              

まで加える。 

b) ０．２５ｍｏｌ／Ｌ しゅう酸アンモニウム５ｍL を加え，よく混ぜた後に静置し，沈殿の有無を検査する。 
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附属書Ｅ 

（規定） 

塩化物試験方法 
 

E.1 適用範囲  

この附属書は，融氷液の塩化物試験方法について規定する。 

 

E.2 試験方法の概要  

融氷液に硝酸銀を加え，塩化銀の沈殿の有無を検査する。 

 

E.3 器具  

器具は，次のとおりとする。  

a) 試験管  容量３０ｍL のもの。 
b) メスシリンダー  容量５０ｍL のもの。 

 

E.4 試 薬  

試薬は，次のとおりとする。 

a) 硝酸  ＪＩＳ Ｋ ８５４１に規定するもの。 

b) ３％硝酸銀  ＪＩＳ Ｋ ８５５０に規定する硝酸銀３ｇを蒸留水１００ｍL に完全に溶解したもの。 

 

E.5 試験の手順  

試験の手順は，次のとおりとする。 

a) 融氷液１０ｍL を試験管に採り，蒸留水１０ｍL を加えて十分に混合する。 

b) 硝酸１０滴を加えて十分に混合した後ろ過する。 

c) ３％硝酸銀１０滴を加え十分に混合した後３０分間静置して，沈殿の有無を検査する。 
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附属書Ｆ 

（規定） 

腐食試験方法 
 

F.1 適用範囲 

この附属書は，融氷液の腐食試験方法について規定する。 

 

F.2 試験方法の概要 

試料（融氷液）中に試験片を２４時間浸漬した後，乾燥させた試験片の腐食状態を観察する。 

 

F.3 器具 

器具は，次のとおりとする。 

トールビーカー 容量１０００ｍＬのもの。 

 

F.4 溶剤 

a) イソプロピルアルコール ＪＩＳ Ｋ １５２２に規定するもの。 

b) ミネラルスピリット ＪＩＳ Ｋ ２２０１に規定するもの。 

 

F.5 試験片  

試験片は，表Ｆ．１による。 

表Ｆ．１－試験片 

材                   料 寸法   ｍｍ 

アルミニウム合金 ＪＩＳ Ｈ ４０００のＡ２０２４Ｐ又はＳＡＥ ＡＭＳ－ＱＱ－Ａ

－２５０／４ 

 長さ       １５０ 

 幅          ２５ 

 厚さ ０．５～１．３ ＪＩＳ Ｈ ４０００のＡ２０２４Ｐ又はＳＡＥ ＡＭＳ－ＱＱ－

Ａ－２５０／４ 

（ＪＩＳ Ｈ ８６０１の処理） 

ＪＩＳ Ｈ ４０００のＡ２０２４ＰＣ，ＳＡＥ ＡＭＳ－ＱＱ－Ａ

－２５０／５又はＳＡＥ ＡＭＳ ４０４１ 

ＪＩＳ Ｈ ４０００のＡ７０７５ＰＣ，ＳＡＥ ＡＭＳ－ＱＱ－

Ａ－２５０／１３又はＳＡＥ ＡＭＳ ４０４９ 

マグネシウム合金 ＪＩＳ Ｈ ４２０１のＭＰ１－Ｈ１４，ＳＡＥ ＡＭＳ ４３７

６のＡＺ３１Ｂ－Ｈ２６，ＳＡＥ ＡＭＳ ４３７７のＡＺ３１Ｂ－Ｈ２

４又はＡＳＴＭ Ｂ ９０／Ｂ ９０Ｍ－９８のＡＺ３１Ｂ－Ｈ２４

若しくはＡＺ３１Ｂ－Ｈ２６ 

（ＪＩＳ Ｈ ８６５１の１種ＭＸ１処理 ） 

カドミウムめっき鋼 ＪＩＳ Ｇ ３１４１のＳＰＣＣ 

（ＪＩＳ Ｈ ８６１１の４級） 

（ＥＰ－Ｆｅ／Ｃｄ［３］／ＣＭ２：Ｄ処理） 
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表Ｆ．１－試験片（続き） 

材                   料 寸法   ｍｍ 

チタン合金 ＳＡＥ－ＡＭＳ－Ｔ－９０４６の６Ａ１－４Ｖ  

注記 （ ）は，表面処理を示すものである。 

 

F.6 試験の手順  

試験の手順は，次のとおりとする。 

a) 試験片をあらかじめイソプロピルアルコールで１分間，更にミネラルスピリットで１分間それぞれ煮沸洗浄する。 

b) 試料（融氷液）１００ｍＬを蒸留水で５００ｍＬに希釈した２０％水溶液をトールビーカーに入れる。 

c) 洗浄した試験片を互いに接触させることなく，試験片の約半分を２０％水溶液に浸漬させ，温度を２５±５℃に調整し，２４

時間立てた状態で静置する。 

d) 試験片を取り出し垂直状態で３時間静置したら再び溶液中に１分間浸漬し，再度取り出し２４時間自然乾燥させる。 

e) 試験片を洗浄乾燥した後，浸漬部分と非浸漬部分とを比較し，金属の変色と腐食の有無を目視によって検査する。 

 

 


